
 

 

日 薬 業 発 第 １ ３ 号 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ８ 日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長  殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  児 玉  孝 

 

 

医療用医薬品と一般用医薬品の両方の効能・効果等を有する昭和４２年の基本方針前

に承認された医薬品の取扱いについて 

 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今般、厚生労働省医薬食品局審査管理課長より別紙の通知がありましたの

で、お知らせいたします。 

対象となる医薬品は、昨年の通知（平成 20 年 8 月１日、薬食審査発第 0801001

号）により、「医療用医薬品と一般用医薬品の両方の効能・効果等を有する昭和４２

年の基本方針前に承認された医薬品」であり、別紙に示す１１品目になります。 

これら品目につきましては、本年内に一般用医薬品として新規の製造販売承認申

請をすることとなりますが、その際、「販売名は過去に使用していた名称と同一にな

らないよう配慮すること」とされていることから、新規に製造承認を受けた製品の販

売名は変更されることになりますので、ご留意いただきたく存じます。 

つきましては、業務ご繁多の折誠に恐れ入りますが、貴会会員にご周知下さるよ

うお願い申し上げます。 

 














